[bookmark: _f1eh3m8534v]債権譲渡契約書

（動産・債権譲渡特例法対応型）
譲渡人●●●●（以下 甲 という）と、譲受人●●●●（以下 乙 という）は、次のとおり債権譲渡契約（以下 本契約 という）を締結する。

[bookmark: _37r55jo5a9o0]第1条（目的）
本契約は、甲が有する債権を乙に譲渡することに関し、その条件及び当事者間の権利義務関係を明確に定めることを目的とする。

[bookmark: _lmqidivotmpp]第2条（譲渡債権）
1. 甲は、別紙1に記載された債権（以下 本譲渡債権 という）を、本契約締結日をもって乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。
2. 本譲渡債権には、元本債権に付随する利息、遅延損害金、違約金その他一切の付随的権利を含むものとする。
3. 
[bookmark: _cn4226yxjz7k]第3条（譲渡対価）
1. 乙は、本譲渡債権の譲渡対価として、甲に対し、別紙2に定める金額を、同別紙に定める方法及び期日までに支払うものとする。
2. 前項の支払に要する振込手数料は、乙の負担とする。
3. 
[bookmark: _u0wyh9sfkurr]第4条（債権の有効性保証）
甲は、本契約締結日において、次の各号を保証する。
(1) 本譲渡債権が有効に成立し、現に存在すること
(2) 本譲渡債権について、第三者への譲渡、担保設定、差押え等がなされていないこと
(3) 本譲渡債権の行使を妨げる契約上又は法令上の制限が存在しないこと

[bookmark: _1v61lyywcadh]第5条（通知及び承諾）
1. 本譲渡債権について、債務者への通知又は承諾取得は、別途甲乙協議のうえ定める方法により行うものとする。
2. 前項に関し、乙は、自己の責任と費用において通知又は承諾取得を行うことができる。
3. 
[bookmark: _m0j9xb6exjo9]第6条（動産・債権譲渡特例法に基づく対抗要件）
1. 甲及び乙は、本譲渡債権について、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき、法務大臣が指定する債権譲渡登記を行うことができることを相互に確認する。
2. 前項の登記を行う場合、その申請手続及び費用負担については、別途甲乙協議のうえ定める。
3. 
[bookmark: _nstetnd5hcq4]第7条（再譲渡及び担保設定）
乙は、本譲渡債権について、法令に反しない限り、第三者への再譲渡又は担保設定を行うことができる。

[bookmark: _3g7g0nrry5nd]第8条（秘密保持）
甲及び乙は、本契約の内容及び本譲渡債権に関して知り得た相手方の非公開情報について、第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、法令又は公的機関の要請に基づく場合はこの限りでない。

[bookmark: _3c2dno48mcux]第9条（損害賠償）
甲又は乙が、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _ug2rqgqccgco]第10条（契約解除）
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。

[bookmark: _uyaveq6g9zm]第11条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決を図るものとする。

[bookmark: _15mhetejmfz7]第12条（準拠法及び管轄）
1. 本契約は、日本法を準拠法とする。
2. 本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

年月日

甲　住所
　　名称
　　代表者名

乙　住所
　　名称
　　代表者名

